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記入例
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年月日

窓 口

記入欄

有効期間 プ`
/

・戸籍に記載の姓名のみを記入
。フアース トミドルのスペースなしで記入

:::::I::li
窓口 1■ : てくだ|■ )

GAIMU

SHOICH

写   真

写真は貼らずにお持ちください

注 意
1中 請者 本人のみ

旬に撮影したもσ)

帽、無背景
[× 横35mm

1111=2111111)

写真は力て券に転写

をrr載してくださt、

写真の規格の詳細は当館
ウェフ

｀
サイ トの例をご覧

ください。不適当な写真
は差し替えを提出してい

ただきます。

/  1青言1     /  o 5 0 1 0111ギ irtに いを記入)

所持入自署

外務 省一

粋内に記入者の氏′I及 び中講者と
')関

係を記入してください。

(口 |え tが、 bv A YAMAD‐ MO景 lcr)

や by A YAヽlADA(Fa■ぅer)な ど)

i(市 区郡以 下を記入 して ください )

|千代田区霞が関二丁目2番

※過去に申請後にち魚券を受領しなからたことがありますか。   Elあ る
※旅券の所持歴はありますか。□ ある 中 の雄埜二三生≦亜ン、)

施 I呈 12013010
所持人自署の言語や書体は間
いませんが、旅券面に転写さ

れます。繰 り返し同様の署名

可能な署名をしてください。
□ある□ない

どちらかにチェックして

ください

909 Fannin Street
Houston,丁X77010

電言舌     713( 652  )2977
携帯      (    )
メ■7ド レス rytti@hO.mOfa.goJp

その他勤務先など「1中 の連絡先      電話      (    )

[ヽ ■ 未 満 σ‐

`fヽ

|ま  ■ 効 期 11か 10■ υ, 1'旅 券

ま fOキ|さ オ]業 ■ ム  こF用 び
'■

詰 書 (ワ ,記 第 2号 様

式 ヽ ■ |[用 し '=申 請 し て く だ さ い 。

この中詰書を推||

する日の年董,

満 (30)歳

す
所
人
い

清
居
記
さ

中
は
に
だ

で
合
段
く

一助
場
下
て

居
る
も
し

住所 東京都千代田区霞が関 2-2-1

氏名 外務 省太郎     申請者との関係  父   電話    03(3580)0000
日本国内の

緊急連絡先

無1外国1.はぃロヘチェックl 型

現在外 |=|の l■l籍 を有 して いますか。

ど多
=す

る繰 INl ι‐、/庵」を記入1ン てください)(※ 該当する枠内にザに」を記入してくだ
'

外 はぃ□     いいえEl

国「はい|の場含
どの国の国籍すJ主 か

取得■・はい□いいえ□  :… Π

の|ど の」Iとちうかにテエツクトか。

有 1外国刹
t/に ｀ノしCい。

   卜生 EEl

外国 ズ 六掲 ■方 1辻多 当頂 日 l 口

帰化朝を記入してくださ l □

な
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３

　

　

　

　

４

一う
　

　

　

　

６

日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日.本国旅券や渡航書

として偽造された文書を行使して (未遂を含む)、 日本国刑法

により、有罪となり、判決が確定したことがありますか。

国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関

する法律を適用され外国から帰国したことがありますか。

次の各事項に該当しているか否か、日にプ印を記入して ください。

旅券, ますか。

1から6まで全ての項目に

はい□いいえ□

該当する方にチェックしてくだ

さい。 。はい□いいえ□

どちらかにチェック

してください。

・はいロヘチェツク

された方は該当項目

を記入してくださ

い 。

0313条   10り 1名 併記 14暦外確認 OA:1人

04対立地域 ll'Fヘ ボシ 15暦外表。(()B失 効
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記
入
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。

折
ら
な
い
で
く
だ
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折

っ

願
い
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

択
掟
島

国
後
島
、
色
丹
島
及

せ

ん

、

て
旅
券

の
交
付
を
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け
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場
合
等
は
、
旅

年
一
以
ド

の
懲
役
、
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万
円
彙
古
利
目
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特
に
必
要
と
認
め
る
場
合
を
除
き
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

記
載

の
個
人
情
報
は
、
旅
券
事
務

の
滴

Ｉ
な
執
行

の
確
保

不
正
取
得

使
用
の
防
止
等
旅
券
秩
序
の
維
持
、
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外
選
挙
事
務
及
び
邦
人
援
護
並

び
に
そ
の
は
必
要
に
応
じ
国
際
協
力

の
た
め
に
利
用
し
ま
す
。

(別記第 1号様式) lll紙 の大きさはA4



（裏
面
）

こ
の
欄
も
忘
れ
ず
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

出発予定日 令和  年  月  日|※主要渡航先での滞在期間     □ 3ヶ 月未満 □ 3ケ 月以 L

|※ 次の各項目のいずれかに該当する場合には、該当する項目の回に 印ヾをつけた Lで、下記の渡航目的及 :

|  び渡航先を記入してください。

, C□ 表lHの 刑罰等関係欄に該当する事項がある場合   0回 旅券の「重発綸を受けようとする場合       |
1 渡II■ 目的 (具体的に)

②の場合は、二重発給が必要な理 |い も記入

今 中|の 渡航先 (渡航先 L」 名と、コー ド表を参照 して目てロコー ドを記入してください)

|コ | コ |

ll

d

外

在
務  大  臣

ヒューストン 大使
令和 年1

その旅

ます。)

法定代理人 (後見人など)署名
(申 請者が成年被後 見人の場合は、法定代理 人 (成 年後見

ノ、)の 署 名が必要です.署 名は必ず本人が

'I籍

に記載の

たふ |)か い書体で行って くだ さい (署 夕|が 困難な l・・台

を除 く,,本 人確認のために自l鑑 登録証明書を使用する場

合は、 1・1印が ,必 要です。)

(過 去 1

1点でよい書類 )

El 日本国旅券
El 運転免許証
El 個人番号カー ド
□ 船員手帳
Ll 海技免状
□ 猟銃等所持許可証

□

□

□

□

□

□

戦傷病者
「

帳
宅建崚弓 1l lT

電気工事十免状
無線従事者免許証
官公|:=職 員身分証明書
身体障害者手帳
(偽造防止、写真付き)

(2点必要な書類) □ 介護保険証

確

認

欄

□

□

□

□

□
一

健康保険証   El 印鑑登録証RH書及び実日l

国民健康保険証 □ 後期高齢者医療機保険者証

胎 itfttt埃 証   □ その他写真

`1き

の身分証け1書

共済組合員証  (学生証】社員証、クヽ的な資|`証
1月書など)

11金 証書等   I El 一時喘 rl者        ___
官

公

庁

記

載

欄

本人
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ボ ン
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前
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た
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の
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二
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に
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（令
和
二
年
二
月
改
正
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和
五
年
二
月
改

正
）

呻講書類等提畠委任申轟書
(法定代理ブ、が中請者に代わって中

画
麟
圏
田
圏

1私は旅券法第 3条第 6項 の規定に基
18歳以上の申請者の申請書類等を代理人が窓口に

ざ`
l持参する場合、申請者本人が申請者記入欄を記入し

申

請

者

記

入

1令和  年  月  [J

I引 受人氏名

てください。

中請者との関係

弓|1墾憾李告電誼IF肇倉驚環亨警t341請
者に代わり提出することを引き受けました。型、が提出する中請者の

フH嗜 可,^=コ ル  ヽ― ■ ―/‐ レ 14′ 督ヾ 吉 け 珠 入
^せ

、の 1ク 薫日離 力 |ヽ rル を確 訳

革1菅奮李F殺慧↑企曇憲摯嵩

'議

薫桃県壬鶴卜縫豫硯ζlli強総号量
は本人のものに相違ないことを確認
〔せん。

人

音:1令和  年  月  日                連絡先電話番号   (    )

天 |                     十年月日 lH治 。大 11・ 昭和・平成・令和  年  月  日

||・ 寒菅書Γ
続 した計ハ 代わ明こ幡 業 などを翻 け る場静 J主 捌 麻 人を締 すJこ 足る鋼 等観 示 ① してく

層、12 この中請による旅券取得が日本国法令の静1鋼 に該当する場合、■請者に代わつて必要書類などを提出した音も罰せらオ■ること

事 ‐  があります。

項 |

(別 記第 4号様式 )


